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「加工食品流通の納品リードタイム延長問題」
～サステナブルな加工食品サプライチェーンを目指して～

一般社団法人　日本加工食品卸協会　専務理事
時　岡　肯　平

１．�はじめに�－�「納品リードタイム延長問
題」の背景

　2010年代に入り、物流を取り巻く環境は大
きく変化しました。それまでは規制緩和の影
響で物流供給が物流需要を上回り、需要側か
らすれば比較的安いコストで安定的な物流を
行うことが出来ていましたが、10年代に入る
とEC市場が急成長するなど、多品種少量配
送に更に拍車がかかり、供給側では積載効率
の低下、過酷な労働環境にあるドライバーの
なり手不足等が要因で物流需要に物流供給が
追いつかない状況となりました。物流コスト

インフレの時代に入ったと云われています。
この様な状況の中で、物流事業者から見た加
工食品物流は過去から「出来ればやりたくな
い仕事」と云われてきました。それは加工食
品物流に特徴的な短いリードタイム、夜間作
業、長時間待機、付帯作業、多頻度検品など
が商慣習として残っており、物流側から見れ
ば非効率で不合理な仕事となっていたので
す。2018年11月に実施された国土交通省の荷
待ち時間調査では、30分以上の荷待ち時間が
生じた件数4,387件のうち、加工食品（飲料・
酒含む）が1,271件と全体の３割近くで、生
鮮食品の460件を大きく引き離す断トツの１

22-01-358　05_特集-時岡様.indd   17 2022/03/22   18:30:39

「持続可能な物流の構築」 関連テーマ

17明日の食品産業　2022・4

「加工食品流通の納品リードタイム延長問題」
～サステナブルな加工食品サプライチェーンを目指して～

一般社団法人　日本加工食品卸協会　専務理事
時　岡　肯　平

１．�はじめに�－�「納品リードタイム延長問
題」の背景

　2010年代に入り、物流を取り巻く環境は大
きく変化しました。それまでは規制緩和の影
響で物流供給が物流需要を上回り、需要側か
らすれば比較的安いコストで安定的な物流を
行うことが出来ていましたが、10年代に入る
とEC市場が急成長するなど、多品種少量配
送に更に拍車がかかり、供給側では積載効率
の低下、過酷な労働環境にあるドライバーの
なり手不足等が要因で物流需要に物流供給が
追いつかない状況となりました。物流コスト

インフレの時代に入ったと云われています。
この様な状況の中で、物流事業者から見た加
工食品物流は過去から「出来ればやりたくな
い仕事」と云われてきました。それは加工食
品物流に特徴的な短いリードタイム、夜間作
業、長時間待機、付帯作業、多頻度検品など
が商慣習として残っており、物流側から見れ
ば非効率で不合理な仕事となっていたので
す。2018年11月に実施された国土交通省の荷
待ち時間調査では、30分以上の荷待ち時間が
生じた件数4,387件のうち、加工食品（飲料・
酒含む）が1,271件と全体の３割近くで、生
鮮食品の460件を大きく引き離す断トツの１

22-01-358　05_特集-時岡様.indd   17 2022/03/22   18:30:39



—  38  —

18 明日の食品産業　2022・4

位、この数値だけ見ても加工食品物流が如何
に嫌われているかを容易に想像できます。加
えて2024年にはトラックドライバーの時間外
労働規制が始まり、これらの環境的要因は単
に物流コストが上昇するという問題に留まら
ず、加工食品物流自体が維持できなくなると
いう危機感を持たざるを得ない状況となって
います。

２．「納品リードタイム延長問題」の経緯

（１）�全日本トラック協会の意見書とメーカー
各社からのリードタイム延長要請

　上記で述べた状況の中で、2019年７月に全
日本トラック協会の食料品部会から意見書が
発出されました。その内容は、「加工食品物
流の夜間の運転や仕分け作業は、ドライバー
となることを敬遠する理由の一つとなってい
て、ドライバー不足が深刻化している。」こ
とを理由にあげ、受注日の翌日納品となって
いる現状を受注日の翌々日納品への変更を要
望するものとなっています。また意見書では、

「リードタイムの延長は納品先を確定して集
車配車調整することが可能となり、効率的な
配車や運行計画を立てることで車両の削減に
つながること」及び、「事前に出荷作業要員
の手配を組むことができ、適正な要員の確保、
他センターからの応援が可能になることで出
発時間の遅れを回避し、倉庫員の作業時間の
短縮が可能になること」、などがリードタイ
ム延長のもたらす効果として上げられていま
す。この意見書が発出されたのを切っ掛けと
して、加工食品メーカー各社から私どもの食
品卸各社に対し、リードタイム延長を具体的
に要請されるに至りました。この動きは加工
食品メーカーでも調味料・油脂メーカーが中
心となっていましたが、実はそれ以前に即席
麺メーカー及び飲料メーカーから同様の要請
があり、その時はリードタイム延長によって
卸に発生するコストの一部をメーカー側が負
担することで、互いの受発注オペレーション
ルールは一切変更することなく24時間のリー
ドタイム延長がなされた経緯があります。即
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席麺や飲料製品は単品で大量の多頻度輸送が
常態となっていることから、物流状況は極度
に逼迫していたため、否応なしにこの様な対
応を取らざるを得ませんでした。しかしなが
ら、卸にとって現状のオペレーションを何ら
変更することなく24時間リードタイムが延長
されれば、小売業との間で行っている物流
サービスレベルの維持に大きな支障が生じる
こととなり、見込み発注の増加など受発注精
度が大きく低下し、在庫の増加、緊急車両の
確保等によるコスト増が避けられないことと
なります。この様なことが多くのメーカー物
流において実施された場合、卸側は大きな影
響を受けることとなります。これらの状況を
踏まえ、私ども日食協はメーカー各社及び小
売事業団体に対し、リードタイム延長に関す
る考え方と今後の対応についての文書を2019
年９月に発出しました。その内容は、現状に
おいてリードタイム延長が物流の維持にとっ
て必要な措置であることを理解した上で、卸
だけが一方的にそのしわ寄せを被るのではな
く、サプライチェーン全体で解決すべき問題
であるとの認識を示し、その検討をメーカー、
小売双方に呼びかけたものです。この考え方
はサプライチェーン各層の理解を得、その後
「製・配・販連携協議会」のロジスティクス
最適化ワーキンググループ（WG）の下に新
たに加工食品小WGが組織され、その場で具
体的な検討がなされることとなりました。こ
れは、「納品リードタイム延長問題」が単に
メーカー・卸間の取引条件の問題ではなく、
持続可能な物流の構築に向けたサプライ
チェーン全体のテーマであることが認識され
たことを意味するもであり、大きな前進で
あったと思っております。

（２）�「製・配・販連携協議会」での検討
　製・配・販連携協議会のロジスティクス最

適化WG加工食品小WGは、「リードタイム延
長に関する課題認識と対応のあり方について
議論し、製・配・販事業者としての基本的な
考え方や取組の方向をとりまとめる」ことを
目的として、メーカー・卸・小売各社の物流
有識者により、2020年１月から５月にかけて
検討が行われ、６月にその内容が発表されま
した。以下はその骨子となります。

１．基本的な考え方
　加工食品のリードタイム延長について、基
本的考え方を整理すると、
　①�持続可能な物流の構築に向けた取組と位
置づけ、　

　②�リードタイム延長がもたらす「効果」と
「課題」を理解したうえで、

　③�物流業務の全体調整、効率化・省力化の
施策を併せて導入しつつ、

　④�製･配･販が連携・協力しサプライチェー
ン全体としてで検討・推進することが望
ましい、と言うことができる。

２．実現に向けた取組の方向性
　①�特売・新商品のリードタイム調整（製・
配・販）

　②�商品回転に応じたリードタイム調整　
（配・販）

　③�定番商品の発注締め時間の調整（製・
配・販）

　　＜調整例＞
　　　�小売業－卸売業間の発注締め時間：
　　　午前締め　→　前日夜締め
　　　�卸売業－メーカー間の発注締め時間：

午前締め　→　午後締め
　④�配送時間の分散化、納品時間枠の調整
（製・配・販）

　⑤�パレタイズ納品、予約受付システム、
ASNによる検品レスの活用拡大（製・
配）
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　この中での大きなポイントは、「基本的な
考え方」の冒頭で、リードタイム延長を持続
可能な物流の構築に向けた取組と位置付けた
ことで、この考え方により、リードタイム延
長問題は商流上の取引条件の変更ではなく、
非競争領域の物流テーマとして位置付け、製
配販の協力により検討・推進していこう、と
する認識が共有されたものと理解していま
す。また「実現に向けた取組の方向性」の中
では、①の「特売・新商品のリードタイム調
整」と③の「定番商品の発注締め時間調整」
が卸のオペレーションを考えた上では大きな
効果を生むことが想定され、これらが実現で
きれば小売業に対するサービスレベルを維持
した上でのリードタイム延長が可能になるも
のと考えられます。
　これらの取りまとめをしていただいた加工
食品小WGの皆さまに敬意を表するものです
が、この成果の発表の機会である製・配・販
連携協議会の総会が新型コロナウィルス感染
症の影響で中止になり、業界全体に対する発
信が出来なかったことは非常に残念なことで
した。いずれにしても、これらの方向性を具
現化していくのは、サプライチェーンの当事
者である我々の使命と考え、2020年11月に開
催した、日食協の「賛助会員幹事店会」にお
いて、メンバーであるメーカー各社と始めて
このテーマを取り上げることとしました。

3．�「メーカー・卸間の取組み」�－�SBM８社
と日食協の共同ワーク

（１）�「日食協：賛助会員幹事店会」での議論
とその後の展開

　この場で卸側からは、リードタイム延長の
前提として、メーカー側の受注締め時間を現
状よりも３～４時間後倒しすることを強く要
望し、それに対するメーカー側の見解を含め
た議論を行ない、下記の２点が今後の対応と

して確認されました。
ⅰ）�リードタイム延長問題は、メーカー・卸
の２者だけでの解決は難しく、小売を含
めての検討が必要であり、引き続き「製・
配・販連携協議会」での議論を要請する。

ⅱ）�メーカー・卸間のリードタイム運用につ
いては、相互の事情の更なる理解・共有
が必要であり、日食協「物流問題研究会」
の場で相互の意見交換を行うこととす
る。

　この決定を受けて、日食協「物流問題研究
会」の場で具体的な議論を開始することとな
り、メーカー側は「食品物流未来推進会議
（SBM）」の８社（味の素、カゴメ、キッコー
マン食品、キユーピー、日清オイリオ、日清
製粉ウェルナ、ハウス、ミツカン）と卸側は
物流問題研究会の下部組織として立ち上げ
た、「リードタイム延長問題検討WG」の６
社（伊藤忠食品、加藤産業、国分、日本アク
セス、三井食品、三菱食品）で協議を開始し
ました。ここで卸側からは具体的な受発注締
め時間の後倒しとして、現状の午前11時から
午後３時への４時間後倒しを要望しました
が、メーカー側からは15時とした場合には、
物流事業者への出荷指示連絡が17時以降にな
り、配送車の手配が困難になることが表明さ
れ、更に互いのオペレーションの内容、実態
を共有することとしました。これら一連のや
り取りで感じたことですが、一言でいえば、
如何に今まで互いを知らな過ぎたかというこ
とです。メーカー・卸の直接の接点は商流窓
口である営業と仕入部門であり、その関係で
は互いの業務内容、言い換えれば自分たちの
コスト構造には敢えて触れないという慣習が
あります。それを言い出せば取引条件変更の
言質となり、あまり手の内を明かさないのが
一般的です。これは卸が小売に対する場合も
同様で、「売り手」と「買い手」という関係
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の中で、互いの業務内容をそれぞれの部門間
で共有することはあまり例のないことです。
しかし今回の取組みは、このリードタイム延
長問題は取引条件の変更という商流テーマで
はなく、持続可能な物流をどう構築するかと
いう物流テーマである、という認識共有から
始まりましたので、今までには無かった情報
共有が可能になりました。

（２）�「受発注締め時間後倒し」に関する実証
実験の実施

　卸側の15時までの４時間後倒しの要求に対
し、メーカー側は困難ということでしたが、
それでは話しが前に進みませんので、一旦13
時締めという２時間の後倒しを前提として、
実証実験を行うこととしました。この実証実
験には、メーカー側からは味の素、キユーピー
の２社、卸側はWGメンバーの６社を対象と
して行いました。普段のオペレーションを継
続している中での実験ですので、対象とする
地域・拠点の選定、データの収集・分析方法、
物流現場への周知等、詳細な事前準備が必要
となりましたが、公益財団法人流通経済研究
所の全面的なご協力をいただき、無事実施す
ることが出来ました。
　実証実験の概要は以下の通りです。

［メーカー・卸間　実証実験概要］
〇�目的：「リードタイム２日・13時受注締め」
オペレーションの効果と課題を明らかにす
る。
〇期間：2021年６月～７月
〇参加企業
　・メーカー：味の素、キユーピー
　・�卸売業：伊藤忠食品、加藤産業、国分Ｇ、
日本アクセス、三井食品、三菱食品

〇内容
　・�味の素：「リードタイム２日・11時受注

締め」の拠点において、物流事業者への
出荷指図時を13時から15時に変更し、受
注締め時間を２時間後ろ倒しする影響を
検証。

　・�キユーピー：「リードタイム１日・11時
受注締め」の拠点において、「現状」、「リー
ドタイム２日・13時締め」「リードタイ
ム２日・11時締め」の比較実験を行い、
効果と影響を検証。

〇検証項目
　・�メーカー：受注処理、配車、ピッキング、
出車の時間変化、積載効率の変化

　・�卸売業：在庫数量の変化、受注引当行数・
数量の変化

　この実証実験で明らかになった点ですが、
まずメーカー側としては、受注締めを２時間
後倒しして13時としても、その後の工程の物
流オペレーションに大きな影響はないことが
分かり、またリードタイム２日にすることに
より、積載効率を高めることができ、必要車
両数を抑えられることが分かりました。しか
し、卸が求めている15時までの後倒しについ
ては様々な課題があることも明らかになりま
した。メーカーが卸からの受注を受けて出荷
指示するまで概ね２時間ほど要しています
が、この間に行われている業務負荷を如何に
軽減するかがポイントとなります。この時間
帯には受注データのチェック等当然に必要な
業務がある中で、卸からの締め時間を過ぎて
からの緊急出荷要請対応であるとか、卸の拠
点毎に設定されている賞味期限納品基準（小
売の納品期限が３分の１の場合、卸拠点は３
分の１＋α、４分の１、等様々な基準がある。）
に合致させるための調整作業にも相当な時間
を要していることが明らかになりました。
　一方卸側は２時間の後倒しにより、より多
くの小売からの受注を取り込んでの発注が可
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能になり、それだけ精度が上がることを想定
しておりましたが、13時締めではやはり限界
があることも明らかになりました。定番商品
の場合、卸は小売から当日に受注し翌日納品
することを原則としていますが、小売からの
受注時間は小売業により様々で、メーカー締
めが11時の場合、小売からの受注情報を取り
込んで発注できる割合は51％となっていま
す。このままリードタイム２日になると、卸
側の受発注精度は大きく低下し、小売に対す
る納品レベルの維持が難しくなります。これ
が15時締めになれば、小売からの当日受注の
95％まで取り込むことができ、リードタイム
２日になったとしても受発注精度にさほど影
響はないと考えられ、これが卸が15時までの
後倒しを主張している理由となっています。
実証実験の13時締めの場合、小売からの受注
取り込み割合は59％で、受発注精度向上に充
分な成果を得ることは出来なかったという結
果になりました。また、リードタイム２日に
なることによっての在庫は約10％の増加が見
られましたが、時期的な特殊要因もあり、５％
～ 10％程度が実際の在庫増加と考えられま
す。
　以上が実証実験の結果概要ですが、これら
の結果を踏まえて、リードタイム延長を実現
する上で互いに何をなさねばならないかとい
う議論に入ることになりました。

（３）�「製配販各層に対する提言－持続可能な
物流構築のためのアクションプラン」

　実証実験の結果は、リードタイム延長の実
現に向けて、製配販それぞれがなすべき行為
を明らかにするものとなりましたが、それら
を提言としてまとめたものが下記となりま
す。

◎�「製配販各層に対する提言－持続可能な物

流構築のためアクションプラン」
［製�（メーカー）�］
〇�リードタイム延長を前提とした受注締め時
間の後倒し

　・�13時締めを第１ステップと捉え、締め時
間の更なる後ろ倒しの可能性について継
続して取り組む。

　・�締め時間後ろ倒しの為の必要条件・前提
要件を配販と共有し、その解消に各層で
協力する。その上で受注締め時間の15時
までの後ろ倒しの可能性を追求する。

〇�リードタイム延長実施と合わせた、柔軟な
緊急対応の許容

　・�リードタイム延長を実施した背景を認識
し、単発的に発生する緊急対応を許容し
た上で、その検証を継続する。

［配（卸）］
〇�メーカー発注の原則EDI化、緊急対応等、
負荷業務の抑制

　・�メーカーの受注調整業務の負荷となる要
件を理解した上で、受注締め時間を後ろ
倒しに取り組む事を前提として、その要
件を解消する事に率先して協力する。

〇リードタイム延長に伴う需要予測精度向上
　・�配販で連携して、精度の高い販売情報を
共有し、需要予測の精度向上に努める

〇�リードタイム延長による一定の在庫増加リ
スクへの柔軟な対応

［販（小売）］
〇�特売、新商品の適正リードタイム日数確保
と計画数量化・追加の抑制

　・�納品日から「▲８日前受注・計画発注化・
原則追加なし」の業界標準の推進

〇�小売⇒卸間での定番発注締時間の前倒しへ
の協力

〇納入期限の統一化の検討
　・�賞味期間：180日以上の全てのカテゴリー
において、納入期限の統一化
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23明日の食品産業　2022・4

　　�メーカー・卸�→�小売　賞味期間　２分
の１残余を業界標準とする

　この提言は、昨年の10月28日に開催しされ
た「フードディストリビューション2021」の
パネルディスカッションにて発表いたしまし
たが、その後各層から反響があり、日本ロジ
スティクスシステム協会主催「食品ロジス
ティクス研究会」、食品産業センター主催
「フードサプライチェーン意見・情報交換会」
等で紹介する機会をいただきました。

４．�「メーカー・卸間の取組み」から「製配
販３層の取組み」へ

（１）小売事業団体との取組み
　このテーマの実現は繰り返し申し上げてお
りますが、製配販３層の協調と連携が鍵とな
ります。製・配・販連携協議会では引き続き
このテーマを取り上げ、議論が継続されてい
ますが、その動きと並行して、昨年12月から
各食品スーパーマーケット事業団体の皆さま
に対して、事情説明と協力依頼を行なってま
いりました。その結果、各団体の皆さまから
は一定のご理解をいただき、当該テーマを個
別企業の立場で議論するには、企業毎の事情
が異なるので、まずは事業団体どおしで議論
を開始してはどうか、というご意見をいただ
きました。大変有り難い示唆をいただきまし
たので、現在メーカーは「食品物流未来推進
会議（SBM）」、卸は「日本加工食品卸協会
（NSK）」と食品スーパーマーケット３団体
の「日本スーパーマーケット協会（JSA）」、「全
国スーパーマーケット協会（NSAJ）」、「オー
ル日本スーパーマーケット協会（AJS）」の
５団体で会議体を立ち上げ、まずは「持続可
能な物流の構築」に向けた協議を行っていく
ことを企画しています。先にあげた提言を
個々企業において直ぐに実現することについ

ては一定のハードルがあると認識しておりま
すが、まずは互いの事情を共有し、実現に向
けた方向性を出していくことから始めたいと
思っています。なお、この会議体については、
今後他のメーカー団体、小売事業団体の方々
も参加いただけるように広げていくことが肝
要と考えていますので、情報発信に努めて行
きたいと思っています。

（２）�目指すはサステナブルな加工食品サプ
ライチェーンの構築

　加工食品サプライチェーンの製配販３層で
あるメーカー・卸・小売それぞれは、過去よ
り合理的・効率的な仕組みを構築してきまし
た。しかしながら業界それぞれで見れば最適
であっても、サプライチェーン全体で見れば
必ずしもそうは云えない部分が結構ありま
す。製配販ともに自身の都合を一番に考えた
結果、部分最適が優先され、全体最適が二の
次になってしまいました。現在そのしわ寄せ
が一番来ているのが物流です。冒頭で述べま
したが、トラックドライバーに一番評判が悪
いのが、加工食品流通業界と云われています。
またEDIも然り、製配販３層間の商流・物流
情報がすべてキチンと繋がっているかと云え
ばまだまだの状態です。すなわち、私どもの
加工食品サプライチェーンはまだまだサステ
ナブルにはなっていないのが現状です。これ
を如何にサステナブルなものにするか、これ
は簡単なテーマではありません。何故なら部
分最適を追求した結果、製配販３層間には見
えない壁が分厚く残っています。この見えな
い壁がいわゆる「商慣習」というやつで、そ
れぞれがそんなこと当たり前だと思い込んで
いる、実は当たり前ではないことです。これ
を乗り越えるには、目先の利益ではなく、ま
ずは将来にわたって存続する強固なサプライ
チェーンを構築しようとする意識の共有から
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24 明日の食品産業　2022・4

始めねばなりません。しかし、その方向性が
結果的には生活者に対する途切れることのな
い食品供給の維持・継続という使命が達成さ
れ、引いては製配販３層すべての利益になる
ことは間違いないと思います。その上でこそ、
個々の健全な競争が更に生きてきて、社会の
発展に繋がるものと信じています。
　今般のリードタイム延長の実現に向けた取
組みは、サステナブルなサプライチェーン構
築のための最初のステップになると思ってお
ります。製配販各層、関係各位のご理解とご
協力をお願い申し上げ、私からの説明とさせ
ていただきます。
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令和４年３月
経済産業省

商務・サービスグループ 消費・流通政策課長 兼 物流企画室長
中野 剛志

流通産業に関する政策の動向
～フィジカルインターネット・ロードマップについて～

１．我が国に迫る物流クライシス

素人は『戦略』を語り、プロは『ロジスティクス』を語る。
－オマール・Ｎ・ブラッドレー
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物流コストインフレの発生

⚫ 道路貨物輸送サービス価格は、 年代後半にバブル期の水準を超え、過去最高
（物流コストインフレ）。特に、宅配便の価格の急騰が顕著。

道路貨物輸送・宅配便のサービス価格指数の推移

（出典）日本銀行「企業向けサービス価格指数（ 年基準）」より経済産業省作成

売上高物流コスト比率の上昇とトラックドライバーの年収の低迷

売上高物流コスト比率のトレンド
（２次関数の一部区間による近似）

⚫ 荷主企業の売上高物流コスト比率は、 年代以降、低下してきたが、 年を
境に反転し、上昇。

⚫ 物流コストインフレにも関わらず、トラックドライバーの年収は、全産業平均以下の水準。

トラックドライバーの年収推移

売
上
高
物
流
コ
ス
ト
比
率
（

）

出典：日本ロジスティクスシステム協会資料（※物流コスト調査報告書を元に作成）

年度（ 年度＝１、 年度＝ ）
（＝ 年度） （＝ 年度）（＝ 年度） （＝ 年度）

※規制緩和１：事業参入について免許制から許可制に、運賃を認可制から事前届出制に変更 等。
※規制緩和２：営業区域廃止、最低車両台数を全国一律５両に、運賃を事後届出制に変更。

出典：年間所得：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から国土交通省自動車局にて作成

（万円）

万円

万円
万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

全産業平均所得

大型所得

中小型所得

規制
緩和１

バブル
崩壊

規制
緩和２

リーマン
ショック

（年度）
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物流コストインフレの要因（需要サイド）

⚫ ＥＣ（ネット通販等）の拡大による宅配便の急増。
⚫ 多品種・小ロット輸送の増加によるトラックの積載効率の低下。

物販系分野の 市場規模及び
化率の経年推移（単位：億円）

営業用トラックの積載効率の推移
（積載効率＝輸送トンキロ／能力トンキロ）

（出典）国土交通省「自動車輸送統計年報」より経済産業省作成（出典）経済産業省「令和２年度電子商取引に関する市場調査」

※2010年 月に「自動車輸送統計調査」の集計方法に
変更があったため、時系列上の連続性は担保されていない。

物流コストインフレの要因（供給サイド）
⚫ 少子高齢化（人手不足）やドライバーの労働環境の悪化により、 年代後半以降、ドライ
バー数は急減。

⚫ 年には 万人不足※、 年には物流需要の約 ％が運べなくなる※※との試算もある。
※日本の物流トラックドライバーの労働力は 年に需要分の ％が不足。 万人分の労働力需要に対し、 万人分が不足と推計～ 調査 年 月 日

※※日本ロジスティクスシステム協会「ロジスティクスコンセプト 」 年 月

道路貨物運送業の運転従事者数（千人）の推移

（出典）日本ロジスティクスシステム協会（ ）「ロジスティックスコンセプト 」 年 月

トラックドライバーの平均年齢の推移
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「物流の 年問題」 トラックドライバーの時間外労働の上限規制）

⚫ トラックドライバーの年間労働時間は長く、労働環境を改善する必要がある。
⚫ 年度からトラックドライバーに時間外労働の上限（年 時間）規制が適用。（働き方改革）
その結果、 年頃から、物流コストは、さらに高騰する可能性がある。（「物流の 年問題」）

トラックドライバーの年間労働時間

全日本トラック協会 「日本のトラック輸送産業現状と課題」

法律・内容 年度
年

度 年度 年度 年度 年度 年度

労
働
基
準
法

時間外労働の上限規
制 年 時間 の適用

【一般則】
大企業
に適用

中小
企業に
適用

時間外労働の上限規
制 年 時間 の適用
【自動車運転業務】

適用

年休 日取得
義務化 適用

月 時間超の時間外
割増賃金引き上げ
（ → ）の
中小企業への適用

適用

トラックドライバーの働き方改革（時間外労働の上限規制）

⚫ 年カーボンニュートラルの実現（ 年度、温室効果ガスの 年度比 ％
削減）に向けて、省エネや脱炭素エネルギーの利用がいっそう強く要請される。

⚫ 地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画において、運輸部門では、 年
度削減率 ％を目標としている。

⚫ カーボンニュートラルの強い要請は、今後、物流の供給制約となっていく可能性がある。

物流コストインフレの要因（供給サイド：カーボンニュートラルの要請）

（出典）地球温暖化対策計画（令和３年 月 日閣議決定）
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物流コストインフレの構造
⚫ 物流コストインフレの構造を放置した場合、 年時点で、 ～ 兆円の経済損失※が
発生する可能性がある。

⚫ 物流コストインフレ時代には、物流の能力が産業競争力を左右するようになる。
※国土交通省「自動車輸送統計」・内閣府「中長期の経済財政に関する試算」 ・総務省「労働力調査」等を元に推計

を基に推計。
物流の需給関係の模式図

物流供給量

物
流
需
給
量

年年年 年 年

製造・販売が優位 物流が優位

規制緩和

規制緩和

時間外
労働規制

物流コストインフレ物流コストデフレ
物流需要＜物流供給 物流需要＞物流供給

供給不足 ％カーボンニュートラルの要求

情報流の増加

・
物流危機 ＧＤＰの

押し下げ

輸送できない
貨物の発生

ドライバー不足 万人

物流需要量（実際）

物流需要量

物流需要量（潜在）
需要の減退

年
最大 兆円
の経済損失

「物流クライシス」対策の基本的な考え方
⚫ 年代までは、市場競争の激化により、物流コストを抑制。その結果、労働環境の劣悪化に
よるドライバーの減少をまねき、物流供給力はかえって低下。

⚫ 今後は、物流の効率化の徹底により、物流コストを圧縮しつつ、労働環境の改善や賃上げによっ
て、ドライバーの供給を増やすべき。

現状 対策
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物流コストインフレ時代にもかかわらず、我が国企業は物流を軽視
⚫ 我が国企業は、物流を単なるコストセンターとみなし、戦略の一つとして重視しない傾向。
⚫ ガートナー社の調査によれば、世界のサプライチェーンを牽引する上位企業群に日本の企
業は１社も入っていない。

（出典） 年度 日本ロジスティクスシステム協会（ ）会員 アンケート調査 年 月

ロジスティクスやサプライチェーンマネジメント（ ）を推進
するうえでの自社の課題（ つまで回答）

サプライチェーンを牽引するグローバル企業

Nestlé

L'Oréal

（出典） プレスリリース（ ）より経済産業省作成

2.67%

3.33%

5.33%

5.33%

6.00%

8.00%

8.67%

10.67%

12.67%

14.00%

16.67%

16.67%

22.67%

28.67%

30.67%

31.33%

60.67%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

リスクマネジメント
環境負荷削減
該当しない

その他 具体的に
コンプライアンス対応

通販やＥＣ等の新たな流通チャネルへの…
物流アウトソーシング

リードタイム短縮
安全・安心の仕組みと体制構築

グローバルロジスティクスの構築、整備
在庫削減（資産圧縮）

物流センター等での現場作業員確保
ロジスティクスや を経営戦略にすること

物流品質管理
人材の育成

ドライバー不足への対応
物流コスト削減（物流コスト改善）

物流コスト削減（物
流コスト改善）；

ロジスティクスや
を経営戦略に

すること；

【垂直 競争領域】物流も統合したサプライチェーン・マネジメント（ＳＣＭ）

⚫ 物流の能力が競争力を左右する時代においては、企業は、物流も統合したサプライ
チェーン・マネジメントを確立すべく、デジタル技術をフル活用し、経営を変革 すべき。

現状

目指すべき姿
需要予測
調達 生産 物流 販売の
同期化
➡リードタイム圧縮
➡調達・生産の平準化

物流コストも計算した企画・設計
（フロント・ローディング）

物流コストも加味してサプライチェーンを最適化する戦略
不測の変化に柔軟に対応（レジリエンス）

需要の変動
上流に行くほど増幅

需要の変動
平準化
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【水平 協調領域】企業間の協調・連携による物流改革
⚫ 物流を「協調領域」とし、企業間の連携により、パレット、外装、コード体系等の標準化、
データ連携、納品リードタイムの延長等の商慣行改革、共同配送等を実現し、物流効率
化を徹底。

（出典）第２回 年代の総合物流施策大綱に関する検討会 堀尾委員提出資料を参考に一部編集。

メーカー８社製配販
課題解決プロジェクト
外箱表示統一化
賞味期限年月表示化→
１／２ルール
フォークリフト作業の安全
確保
リードタイム延長
附帯作業
長時間待機

小売・卸を巻き込み、
更に取り組みを加速

持続可能な加工食品物
流検討会
製 ：味の素、キユーピー
配 ：三菱食品、加藤産業
販 ：ＣＧＣ、マルエツ、カスミ
行政 ：経済産業省、国土交
通省、農林水産省
業界 ：ＪＩＬＳ、日通総研 （出典）物流効率化促進説明会 日本ロジスティクスシステム協会（ ）資料

（ ）

商慣行改革とデータ連携
（キューピー（発荷主）と加藤産業（着荷主）の協力事例）

• 商品の「バーコード」 をス
キャン 「賞味期限」と「数
量」 を入力

通常の検品
• リスト上のパレットをチェックす
るだけ

ユニット検品

➢ 納品リードタイムを延長
➢ 発注ロットを大きく
➢ 毎日配送から月水金の
定例日配送に

➢ パレット積みを行う
➢ 高速検品を行う

効果
➢ 積載効率 ％→ ％
➢ 作業時間短縮（回転率向上）
➢ パレット積、ユニット検品でドライ
バーの働き方改革

行ったこと

標準化と共同配送
（加工食品メーカー６社の協力事例）

２．フィジカルインターネットとは
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フィジカルインターネット（次世代の物流システム）
⚫ フィジカルインターネットとは、インターネット通信の考え方を、物流（フィジカル）に適用した新しい物流の仕組みと

して、 年頃に提案されて以降、国際的に研究が進められている。

⚫ デジタル技術を駆使し、物資や倉庫、車両の空き情報等を見える化し、規格化された容器に詰められた貨物を、
複数企業の物流資産（倉庫、トラック等）をシェアしたネットワークで輸送するという共同輸配送システム。

⚫ 年、 （欧州物流革新協力連盟）は、 年までの「フィジカルインターネット・ロードマップ」を発表。

出典：総務省（ ）「平成の情報化に関する調査研究」、 プレゼン資料より
※輸送距離が約 割減

フィジカルインターネット実現イメージ ～効率性①～
⚫ 事業者専用のネットワークを、オープンで共有化されたハブ拠点で接続し、事業者や業種分野を超
えたネットワークへ。

エリア配送の共同化による
端末輸送網の高積載化

事業者横断での貨物・ルート
集約による高積載化

事業者専用のネットワーク 事業者や業種分野を超えたネットワーク

オープンで共有化
されたハブ拠点

ローカルの物流終端
拠点・目的地

色ごとに異なる
物流事業者を
示す



—  53  —

フィジカルインターネット実現イメージ ～効率性②～
⚫ 「オープンで積替効率の高いハブ拠点」、「荷主・物流事業者のオペレーション標準化・商慣行適正化」、「事業者
横断で輸送をオーケストレートするプラットフォーム」が、事業者や業種分野を超えたネットワークとともに実現する。

ユニットロードで積替効率化

物流・商流
プラットフォーム

リアルタイムでルート・積降拠点最適化

事業者や業種分野を超えたネットワーク

オペレーション標準化・ 商慣行適正化

例）荷役分離、調達管理

物流拠点 で積替自動化

オープンなハブ拠点で結節

緑運送

赤通運

橙運輸倉庫

空

物流・商流
プラットフォーム

帰り荷をリアルタイムでマッチング

物流・商流
プラットフォーム

ムダを作らない ムダを運ばない

需要情報共有による産業全体のロス排除

フィジカルインターネット実現イメージ ～効率性③～
⚫ オープンで可視化されたネットワークでは、ハブや車両の空きスペースをフル活用し、柔軟に貨物をルーティング。

緑運送

① ハブ 到着時点で、次の
目的地ハブ での混雑
が判明、目的地をハブ
へ変更。

② ハブ で荷降予定だった
貨物は付近を走行中の
空き車両へ引渡し。

③ 次のハブでの折り返しの
ため、交代車両とマッチ
ング。

④ 反対方向に向かう他運
送会社の長距離車両と
貨物を交換。
他運送会社がリレー方
式で目的地へ輸送。

⑤ ハブ に到着した際、近
接するハブ で同一方
面貨物があると判明。
時間的余裕を算定の上、
ルート変更し、ハブ で
ピックアップ。

⑥ 予定時刻通りに、最終
目的地のハブ へ到着。

物流・商流
プラットフォーム

物流・商流
プラットフォーム

物流・商流
プラットフォーム

当初予定していたルート

青運輸

実際に輸送したルート



—  54  —

フィジカルインターネット実現イメージ ～強靭性～
⚫ リアルタイムで、目的地への輸送ルートを最適化。車両キャパシティが見える化されるため、支援物
資をどこから運ぶかも迅速に手配可能。

災害発生前 災害発生後
⚫ ハブ拠点 に到着した際に、目的地（ 、 ）周辺で災害が発生。
⚫ 通行可能な経路、積替先車両の空き状況等から最適な代替ルー
トを導出。

⚫ 目的地点への経路を変更し、荷物を積替。目的地（ 、 ）への
支線輸送事業者も変更。

⚫ その他被災地（ 、 、 、 ）への支援物資輸送も即時計画。近
接ハブの在庫、空き車両が可視化され、迅速に手配可能。

ハブ ハブ

災害発生以前に計
画された輸送ルート・
事業者

ハブ

災害発生後の代替
ルート・ 事業者

災害発生後、新たに
手配された支援物資
配送ルート・事業者

フィジカルインターネット実現イメージ ～実現する社会～

現状

現状 現状

現状

➢ 開放的・中立的な
データプラットフォーム

➢ 買い物弱者の解消
➢ 地域間格差の解消

➢ リソースの最大限の活用による、
究極の物流効率化

➢ カーボンニュートラル（ ）
➢ 廃棄ロス・ゼロ
➢ 消費地生産の拡大

➢ 生産拠点・輸送手段・経路・保管の
選択肢の多様化

➢ 企業間・地域間の密接な協力・連携
➢ 迅速な情報収集・共有

➢ 物流に従事する労働者の適正な労働環境
➢ 物流関連機器・サービス等の新産業創造・
雇用創出

➢ 中小事業者が「規模の経済」を享受し
成長

➢ ビジネスモデルの国際展開

フィジカルインターネット（ 年）
「時間」「距離」「費用」「環境」の制約から、
個人・企業・地域の活力と創造性を解放し、
価値を創出するイノベーティブな社会を実現

①効率性
（世界で最も効率的な物流）

②強靱性
（止まらない物流）

③良質な雇用の確保
（成長産業としての物流）

④ユニバーサル・サービス
（社会インフラとしての物流）

⚫物流コストインフレ
⚫物流供給不足 ％（ ）
⚫トラックの積載効率低下
⚫気候変動

⚫自然災害の頻発による
途絶のリスク増大
⚫一極集中のリスク

⚫ドライバーの劣悪な労働環境
⚫企業の物流戦略の欠如

⚫物流のデータ共有が不足
⚫物流に関する地域の課題や
高齢者等のニーズに対応
できない

⚫フィジカルインターネットにより、「時間」「距離」「費用」「環境」の制約から、個人・企業・地域の活力と創造性を解放し、
価値を創出するイノベーティブな社会を実現。 年に ～ 兆円の経済効果をもたらす試算。
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持続可能な開発目標（ ）とフィジカルインターネット

⚫ フィジカルインターネットは、 のうち、特に８目標 ③・⑦～⑬ の達成に大きく貢献

フィジカルインターネットはＳＤＧ のうち８目標に大きく貢献
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） フィジカルインターネットが実現する価値
目標③ 保健
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉
を促進する

• 食料品等生活必需品や医薬品・医療器具等の低廉かつ迅速な配送
• 交通事故の削減

目標⑦ エネルギー
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネ
ルギーへのアクセスを確保する

• トラックの積載効率の飛躍的な向上等、リソースの最大限の活用による物
流におけるエネルギー効率の劇的改善

目標⑧ 成長・雇用
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全か
つ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用 ディーセン
ト・ワーク を促進する

• 構造的な物流制約の解消による持続的な成長の実現
• 物流に従事する労働者の適正な労働環境の実現
• 物流関連機器・サービス等の新産業創造・雇用創出
• フィジカルインターネット・ビジネスモデルの国際展開

目標⑨ イノベーション
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な
産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

• 災害等の不測の事態でも止まらず産業を支える、強靭なインフラとしての
物流システムの構築

• 構造的な物流制約の解消によるイノベーションの促進

目標⑩ 不平等
各国内及び各国間の不平等を是正する

• 買い物弱者の解消
• 物流の地域間格差の解消

目標⑪ 都市
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市
及び人間居住を実現する

• 災害等の不測の事態でも止まらず生活を支える、強靭なインフラとしての
物流システムの構築

• 貨物車両の流入の適正化による都市・居住環境の改善
• 物流の地域間格差の解消による一極集中の是正

目標⑫ 生産・消費
持続可能な生産消費形態を確保する

• 製造ｰ物流ｰ販売ｰ消費までの全体を最適化
• 廃棄ロスの解消（ムダを運ばない、ムダを作らない）

目標⑬ 気候変動
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

• 究極の物流効率化による温室効果ガスの劇的削減
（カーボン・ニュートラル）
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３．フィジカルインターネット・ロードマップ

⚫ 経済産業省及び国土交通省の連携により、我が国で 年までにフィジカルインターネットを実
現するべく、フィジカルインターネット実現会議を開催。

⚫ 令和 年 月以降全 回程度開催し、令和 年 月に「フィジカルインターネット・ロードマップ」を策
定・公表（政府レベルのロードマップとしては世界初）

＜構成委員＞※敬称略・五十音順
浅野 耕児 一般財団法人流通システム開発センター ソリューション第二部 部長
荒木 勉 上智大学 名誉教授
伊勢川 光 一般社団法人日本物流団体連合会 理事・事務局長
小野塚 征志 株式会社ローランド・ベルガー パートナー
加藤 弘貴 公益財団法人流通経済研究所 専務理事
河合 亜矢子 学習院大学 経済学部 教授
齋藤 弘憲 公益社団法人経済同友会 執行役
嶋﨑 真理 一般社団法人日本倉庫協会 常務理事
土屋 知省 一般社団法人日本冷蔵倉庫協会 理事長
西岡 靖之 法政大学 デザイン工学部 教授
西成 活裕 東京大学 先端科学技術研究センター 教授
橋本 雅隆 明治大学 グローバル・ビジネス研究科 専任教授
原島 藤壽 公益社団法人全日本トラック協会 物流政策委員会 副委員長
藤野 直明 株式会社野村総合研究所 産業ＩＴイノベーション事業本部 主席研究員
北條 英 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 理事
堀内 保潔 一般社団法人日本経済団体連合会 産業政策本部長
宮澤 伸 日本商工会議所 地域振興部長
村上 富美 株式会社日経ＢＰ 日経ビジネス編集部 シニアエディター
吉本 一穂 早稲田大学 創造理工学部 教授

＜事務局＞
経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 物流企画室
国土交通省 総合政策局 物流政策課

フィジカルインターネット実現会議について

フィジカルインターネット実現会議 検討・実施体制
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水平連携
標準化・シェアリング

ガバナンス

フィジカルインターネット・ロードマップ

物流拠点
自動化・機械化

～
項目

～～

企業・業種の壁を越えた物流機能・データのシェアリング
業界内・地域内

物流 実現に向けた集中投資期間

実証段階であり、
本格的な導入・サービ
ス化には至っていない。
他方、ドライバーの人手
不足問題は深刻化

各種 の萌芽。
複数の 間の相互接
続性・業務連続性の
確保が課題。

各種要素の非統一に
起因し、物流現場の
負担が発生。モノ・
データ・業務プロセスの
標準化に連携して取り
組むことが必要。

自動化機器の普及促
進と、業務プロセス革
新による生産性向上
が課題。

現状 離陸期 加速期 完成期準備期

～

物流・商流を超えた
多様なデータの

業種横断プラットフォーム

ロジスティクス・ を
経営戦略としていない。
物流を外部化してし
まっており、物流との
データ連携ができておら
ず、物流の制約を踏ま
えた全体最適を実現
できず。

物流 標準の普及
パレットの標準化
コンテナの標準化

垂直統合
の

輸送機器
自動化・機械化

年度物流ロボティクス市場規模
億円 年度の約 倍

出典：矢野経済研究所

ロボットフレンドリーな環境構築
・各種標準化

装置産業化の進展 完全自動化の実現

フィジカルインターネット
ゴールイメージ

事業者ごとや業界ごと
に様々なルールが相互
に調整されずに存在

物流スポット市場の発達

スマート物流サービス物流標準ガイドラインの活用
例）業務プロセス、 を始めとするコード体系

計画的な物流調整 利益・費用のシェアリングルールの確立

業界内・地域内 業界間・地域間・国際間

中継輸送の普及（リレー・シェアリング）
物流

（トラックデータ連携・積替拠点自動化等）

年
トラックドライバーの
時間外労働上限規制

標準化・商慣行是正等（業種別アクションプラン）
例）加工食品、スーパーマーケット等、百貨店、建材・住宅設備

パレチゼーションの徹
底

年度

①効率性（世界で最も効率的な物流）
• リソースの最大限の活用による、究極の
物流効率化

• カーボンニュートラル（ ）
• 廃棄ロス・ゼロ
• 消費地生産の拡大

②強靭性（止まらない物流）
• 生産拠点・輸送手段・経路・保管の
選択肢の多様化

• 企業間・地域間の密接な協力・連携
• 迅速な情報収集・共有

③良質な雇用の確保
（成長産業としての物流）
• 物流に従事する労働者の適正な労働環境
• 物流関連機器・サービス等の新産業創造・
雇用創出

• 中小事業者が物流の「規模の経済」を
享受し成長

• ビジネスモデルの国際展開

④ユニバーサル・サービス
（社会インフラとしての物流）
• 開放的・中立的なデータプラットフォーム
• 買い物弱者の解消
• 地域間格差の解消

サービス展
開

サービス展開

後続車有人隊列走行システム・
高速道路での後続車無人隊列

走行システムの商業化
出典：官民 構想・ロードマップ

限定地域での無人自動運転移動サービス
出典：官民 構想・ロードマップ

自動配送ロボットによる配送の実現

サービス展
開

高速道路での自動運転トラック実現
出典：官民 構想・ロードマップ

サービス展開

サービス展開ドローン物流の社会実装の推進
出典：空の産業革命に向けたロードマップ

業界間・地域間・国際間

ライフサイクルサポート

デマンドウェブ
（ ）
消費者情報・需要予測
を起点に、製造拠点の配
置も含め、サプライチェー
ン全体を最適化。
トラックなどの輸送機器や
倉庫などの物流拠点のみ
ならず、製造拠点の一部
もシェア。

ロジスティクスを
基軸とする経営戦略への転換

間の自律調整

各種
との連携可視化、サービス展開

例）地域物流スマート物流サービス

各種 ビジネスの発達物流・商流データ
プラットフォーム（ ）

基幹系システムの刷新

４．スーパーマーケット等
アクションプラン
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スーパーマーケット等 について

⚫ フィジカルインターネット実現会議の分科会として、消費財サプライチェーンにおける
年までのアクションプランを策定することを目的とした、スーパーマーケット等

を設置。

＜構成委員＞※敬称略・五十音順
浅野 耕児 一般財団法人流通システム開発センター ソリューション第二部 部長
押塚 広之 ライオン株式会社 流通政策部 部長
加藤 弘貴 公益財団法人流通経済研究所 専務理事
神戸 達也 株式会社ヤオコー ロジスティクス推進部長
岸 純平 国分グループ本社株式会社 物流統括部 改善推進課 課長
小谷 光司 三菱食品株式会社 ＳＣＭ統括 統括オフィス室長代行
田中 寿喜 株式会社イズミ 営業企画部 部長
豊島 直人 株式会社イトーヨーカ堂 執行役員 物流室長
永田 孝司 シジシージャパン株式会社 執行役員 物流事業部 事業部長
西野 克 イオンリテール株式会社 執行役員 ＭＤ改革本部長
西野 利昭 ウエルシア薬局株式会社 物流部長
橋本 雅隆 明治大学 グローバル・ビジネス研究科 専任教授
深井 雅裕 日清食品株式会社 取締役 事業構造改革推進部長
藤田 正美 キユーピー株式会社 上席執行役員 ロジスティクス、ＩＴ・業務改革推進担当
堀尾 仁 味の素株式会社 上席理事 食品事業本部 物流企画部長
前川 博徳 株式会社あらた ロジスティクス本部 本部長
三木田 雅和 株式会社ＰＡＬＴＡＣ 常務執行役員 研究開発本部 本部長
山下 太 花王株式会社 ロジスティクスセンター センター長

＜事務局＞
経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課

＜背景＞
⚫ 個々の業界においては、物流に関連した固有
の商慣習等の課題を抱えており、「フィジカル
インターネット」を実現するためには、業界特
有の状況も踏まえた業界ごとの具体的なアク
ションプランを策定することが必要。

＜目的＞
⚫ 我が国における「フィジカルインターネット」の実
現に向け、消費財サプライチェーンにおける

年までのアクションプランを策定すること
を目的とする。

＜スケジュール＞
⚫ 令和３年 月以降全３回程度開催し、令
和 年 月にとりまとめ。

フィジカルインターネット実現に向けた重要項目の抽出
⚫ 参加委員に対して「物流に関する困りごと」についてアンケートを実施。その結果とアクションプランの項目同

士の実現条件間の対立項目分析の結果をベースに重要項目を抽出。（橙・赤が最優先事項）

※アクションプラン項目と本 参加委員への「物流に関する困りごと」アンケート結果を基にした橋本委員分析結果より抜粋
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消費財（加工食品・日用雑貨）業界におけるフィジカルインターネット実現に向けたアクションプラン（ 年）
詳細①：物流・商流データプラットフォーム
フィジカルインターネット実現のために必要な、データを共有する際の各種マスタ、物流・商流におけるコード体系の整理、業界標
準 の利活用、物流を効率化するためのデータ基盤やデータ連携等の工程をまとめた。

小項目 実施主体 検討会議体

商品マスタ（GTIN） メーカー・卸・小売

事業所・場所マスタ構築
（GLN等） メーカー・卸・小売

各種物流コード体系整理
（SSCC、GRAI） メーカー・卸・小売

納品伝票の電子化・ASN運用 メーカー・卸・小売 各社の取組

流通BMSの導入徹底 卸・小売 流通BMS
推進協議会

業界標準EDI導入徹底 加食メーカー・卸
日雑メーカー・卸 各社の取組

商流・物流データ連携基盤構築 ベンダー

小売・卸配送データの連携・共同
配送マッチング機能 小売・卸

メーカー輸配送データの連携・
共同配送マッチング機能 メーカー・卸

輸配送実績データの共同利用 メーカー・卸・小売

中項目

マスタデータ連携
コード体系整理

【新設】
商流・物流
における
コード体系
標準化WG

情報流の整理

データ連携基盤

【新設】
データ共有に
よる物流
効率化検討

(SIPスマート
物流構築準備
会の後継)

共同輸配送・
最適化のための
データ連携
マッチング機能

納品伝票の電子化完了
（製配販連携協議会メンバー 年
メンバー外 年）

各業界標準 導入
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年）

流通 に準拠した の導入
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年）

次世代受発注システムの構想検討
（業種横断 対応）

データ基盤を活用した輸配送の共同
化・
納品伝票のデータ連携 順次スタート
（製配販連携協議会メンバー）

スマート物流 商流・物流基盤構築
順次機能追加

順次、データ連携・共同化参加企業の拡大
（業界間・地域間）
（製配販連携協議会メンバー以外）

運用ルールブック作成
順次コード体系の変更
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外（大企業） 年 メンバー外（中小企業） 年）

順次運用開始
（製配販連携協議会メンバー 年、メンバー外（大企業） 年、メンバー外（中小企業） 年）

運営体制合意・順次運用開始
（製配販連携協議会メンバー 年、メンバー外（大企業） 年、メンバー外（中小企業） 年）

スマート物流
日用消費財 ドラッグ・コンビニ
概念実証と実運用テスト

標準納品伝票を基に、
電子化を検討開始

プロジェクト内で
標準化の合意

各種コード体系の
標準化に向けた
プロジェクトの発足・
方針合意

標準化に向けた
プロジェクトの発足・
方針合意

標準化に向けた
プロジェクトの発足・
方針合意

プロジェクト内で
標準化の合意
運営体制の合意

消費財（加工食品・日用雑貨）業界におけるフィジカルインターネット実現に向けたアクションプラン（ 年）
詳細②：水平連携（標準化・共同化）

小項目 実施主体 検討会議体

幹線輸送の最適共同化・中継輸送 メーカー

ＤＣ配送の最適共同化 メーカー・卸

店舗配送の最適共同化 小売・卸

メーカー拠点の最適共同化 メーカー

卸拠点の最適共同化 卸

小売拠点の最適共同化 小売

外装表示の標準化
(加工食品物流標準化研究会内容踏襲)

加メーカー

外装サイズの標準化
(加工食品物流標準化研究会内容踏襲) 加メーカー

パレットサイズの標準化
 (加工食品物流標準化研究会／
パレット標準化推進分科会内容踏襲)

メーカー・卸

カゴ車その他の標準化 卸・小売

クレート標準化 卸・小売

コンテナ（スマートボックス）の
標準化・活用 全体

RFIDの活用による物流資材・
荷物管理 全体

物流資材のレンタル共同システムの活用全体

共同輸配送

各社の取組

共同拠点利用

ユ
ニ
ッ
ト
ロ
ー
ド
の
標
準
化

ケースの
標準化

【新設】
物流資材の

標準化
および運用
検討WG

パレットの
標準化

コンテナ・
クレートの
標準化

物流資材
マネジメント

中項目

・順次標準クレートへ変更
・変更完了（ 年）

・外装表示の変更が可能な商品から随時実施
・外装表示変更完了
製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年

・外装サイズの変更が可能な商品から随時実施
・外装サイズ変更完了
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年）

・合意されたパレットに順次変更
・標準パレット導入完了（ 年）

・順次標準カゴ車へ変更
・変更完了（ 年）

社内外の関係者との
共有と合意

標準の物流資材を導入するタイミングで、
も搭載

物流資材共有のための
ルール検討

・スマートボックス検討のためのプロジェクト発足
（製配販連携協議会メンバー）
・標準化、運用ルール検討

・順次標準スマートボックスへ変更
・変更完了（ 年）

共同輸配送・共同拠点利用の取組の拡大
（業界内・地域内）
（製配販連携協議会メンバー）

順次、データ連携・共同化参加企業の拡大
（業界間・地域間）
（製配販連携協議会メンバー以外）

※パレット分科会の動向を踏まえる

・順次標準のレンタル物流資材に変更
・変更完了（ 年）

社内外の関係者
との共有と合意

プロジェクト内で
標準化の合意

事業者間の
連携による
標準化に向けた
プロジェクトの発足

事業者間の連携による
標準化に向けた
プロジェクトの発足
事業者間の連携による
標準化に向けた
プロジェクトの発足

プロジェクト内で
標準化の合意

プロジェクト内で
標準化の合意

社内外の関係者
との共有と合意

社内外の関係者
との共有と合意

プロジェクト内で
標準化の合意

プロジェクト内で
標準化の合意

事業者間の
連携による
標準化に向けた
プロジェクトの発足
事業者間の
連携による
標準化に向けた
プロジェクトの発足

実証実験を通じた
有用性の確認・
導入に向けての
ルール化

フィジカルインターネット実現の鍵となる共同輸配送、共同拠点利用を実現するための、商品外装サイズ、パレッ
ト、オリコン、カゴ台車等の物流資材の規格の標準化について今後の工程をまとめた。
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消費財（加工食品・日用雑貨）業界におけるフィジカルインターネット実現に向けたアクションプラン（ 年）
詳細③－１：垂直統合（ の ）①

フィジカルインターネット実現のために、消費財サプライチェーンの川上から川下にかけての連携・効率性を高める
上での必要な商慣習の見直し等の項目について工程をまとめた。

小項目 実施主体 検討会議体

納品期限の緩和
(賞味期限180日以上の商品の
 １/３ルール→１/２へ)

小売

取組進行中
製配販連携協

議会にて
モニタリング

賞味期限の年月日表示
→年月表示化 メーカー

取組進行中
製配販連携協

議会にて
モニタリング

加工食品流通における
納品リードタイムの延長実施

加食メーカー・卸
（・小売）

取組進行中
製配販連携協

議会にて
モニタリング

物流コストの可視化、
取引の際の物流明細提示による
取引価格の透明化

メーカー・卸・小売

【新設】
取引透明化に

向けた
商取引検討

POS・在庫データの共有 小売 各社の取組

販売計画・需要予測の共有 小売・卸・メーカー 各社の取組

VMIの利用 メーカー・卸・小売 各社の取組

定番商品の発注適正化
(発注単位・発注ロット等） 卸・小売

新商品・販促商品の発注適正化
（リードタイム等） 卸・小売

中項目

商慣習の適正化

計画業務

在庫管理・発注業
務 【新設】

取引透明化に
向けた

商取引検討

小売（基幹系システムをリバイス次第）
発注タイミングの前倒し（ 年）

・社内外の関係者と

納品期限の緩和完了
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年）
継続的にモニタリング

順次年月表示化
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年）

・標準化に向けた

ルールに沿った運用へ切替
（製配販連携協議会メンバー 年

メンバー外 年）

商取引における物流費明細提示開始
（製配販連携協議会メンバー 年

メンバー外 年）

・共有のための
ルール検討

・ルールの策定
・各種データ共有開始

順次運用開始
（製配販連携協議会メンバー 年、メンバー外（大企業） 年
メンバー外（中小企業） 年）

フィジカルインターネット実現の際
の
物流費用の考え方 検討開始

加工食品のメーカー・卸間の
リードタイム延長完了
製配販連携協議会メンバー 年
メンバー外 年

・実証実験実施
・取組の際の
ルール策定

基本的な
考え方と取組の
方向性策定

・物流コストの
可視化
・明細提示の
ルール策定

・現状の
実態把握
・あるべき姿
の策定

、在庫データの
物流利用の検討

プロジェクト内で
ルールの合意

ルール化に
向けたプロジェクト
の発足

・定番品の発注の
ルール化

・新商品・販促品の
発注のルール化

消費財（加工食品・日用雑貨）業界におけるフィジカルインターネット実現に向けたアクションプラン（ 年）
詳細③－２：垂直統合（ の ）②

小項目 実施主体 検討会議体

納品伝票の標準化・導入
(加工食品物流標準化研究会内容踏襲) 加食メーカー・卸

加工食品
物流標準化
研究会

加工食品における
ASNを活用した検品レス 加食メーカー・卸

日用雑貨品における
ASNを活用した検品レス
（物流資材へのRFID導入検討）

日雑メーカー・卸

納品スケジュール最適化、
バース予約システムの効果的運用による
待機時間削減

メーカー・卸・
物流事業者 各社の取組

納品時におけるドライバー業務の標準化 メーカー・卸・小売・
物流事業者

持続可能な
加工食品
物流検討会

運送依頼・報告の電子化 メーカー・
物流事業者 各社の取組

販売・在庫情報バッチ処理
→リアルタイム化 メーカー・小売・卸 各社の取組

バース予約システム導入 卸・小売 各社の取組

中項目

納品業務

流通・物流の
効率化
付加価値
創出に係る
基盤構築
事業

各種ルールの実施とバース予約システムの効果的運用による待機時間削減

製配販連携協議会
メンバー外企業導入完了

年

検品レスの導入
（製配販連携協議会メンバー 年
メンバー外は 年）

・バース予約システムの導入完了
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外 年）

・標準納品伝票導入開始
・製配販連携協議会
メンバー導入完了
（ 年）

・基幹系システムの刷新 年

運送依頼システムの導入

を活用した検品レスの導入
製配販連携協議会メンバー 年、メンバー外 年

実態把握
ルール検討
物流コスト明細提示とセッ
トで検討

ルール化合意 順次オペレーションの見直し
（製配販連携協議会メンバー 年 メンバー外は 年）

・社内外の
関係者と合意
・伝票の変更
・業界推奨に
制定

・標準化に向けた
プロジェクトの発足
・標準化内容
の合意

ルール
策定

プラネット と
のデータを

組合わせた
実証実験実施

導入のための
ルール策定
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アクションプラン詳細⑤：パフォーマンス

消費財（加工食品・日用雑貨）業界におけるフィジカルインターネット実現に向けたアクションプラン（ 年）
詳細④：物流拠点（自動化・機械化）

小項目 実施主体 検討会議体

荷卸し・格納の自動化
(ロボット革命IOTイニシアティブ協議会物
流倉庫TCと連携)

全体

ピッキングの自動化
(ロボット革命IOTイニシアティブ協議会物
流倉庫TCと連携)

全体

積み込み作業の自動化
(ロボット革命IOTイニシアティブ協議会物
流倉庫TCと連携)

全体

中項目

倉庫マテハン機器

ロボット革命

イニシアティブ
協議会

物流倉庫TC

（ユニットロードの標準化等踏まえ）
各種倉庫マテハン機器の導入

ロボット革命
イニシアティブ協議会
物流倉庫 との連
携
・課題抽出、
標準化モデルの作成

・各種倉庫マテハン
機器の導入
・実証実験

トラックの積載効率
４０％
未満

６０％ ７０％７０％

フィジカルインターネット実現のために、消費財（加工食品・日用雑貨）サプライチェーンにおける物流拠点で必
要となる自動化・機械化について工程をまとめた。

今後の実現に向けた進め方 ４つの と今後の工程

商流・物流における
コード体系標準化

物流資材の標準化
および運用検討

取引透明化に向けた
商慣習検討

データ共有による物流
効率化検討

商品マスタ、事業所マスタ等の標
準化によるデータ共有の増加

物流資材の標準化による荷積、
荷下ろしの効率化とデータ化

共同輸配送・共同拠点利用を妨
げる商慣習の見直し

別会議体での取組・個社の取組

年の
あるべき姿実現

フィジカル
インターネット実現へ

マッチング
向上

マッチング
向上

⚫ 年度製・配・販連携協議会に４つの を新たに設置、優先項目についての議論を進める。
⚫ 「①コード体系標準化」と「②物流資材の標準化及び運用検討」の議論を優先的に進めることに
より、取扱いのできる商流・物流データが増加し、「④データ共有による物流効率化検討」における
基盤やルールが発展し、共同輸配送・共同拠点利用が促進される。「③商慣行検討」は、共同
輸配送・共同拠点利用をさらに促進する環境整備となる。

⚫ ４つの と、別会議体・個社の取組を合わせ、 年のあるべき姿・フィジカルインターネットの
実現を目指す。

①

②

③

④



—  62  —

今後の進め方
＜スーパーマーケット等 報告書およびアクションプラン＞
・ 月中に公開予定。

＜ 年 月 日（金） 製・配・販連携協議会 総会＞
・時間 ： ～ ：
・場所 明治記念館
・内容 年度の活動報告

年度活動方針案ご提示（新たに４つの を立ち上げ）
サプライチェーンイノベーション大賞 表彰
フィジカルインターネット実現会議 スーパーマーケット等 アクションプラン 賛同宣言
各社社長、または準ずる方に壇上に立ち、代表者に宣言文を読み上げていただく想定

＜アクションプラン 進捗確認＞
・アクションプランの進捗については、返品実態調査同様、事務局にて毎年実施し、サマリを公表してい
くことを想定。

＜製・配・販連携協議会 会員以外への普及促進活動＞
・経産省より関係業界団体へ本アクションプランの趣旨の説明と、
上記同様の賛同宣言をしていただく。（宣言内容は別途検討）

・進捗について、業界団体を通じて加盟企業に向けてアンケート
形式にて実施し、結果のサマリを公表。

※第一回製・配・販連携協議会 流通 導入宣言の様子


